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Ⅰ．自己点検・評価体制  

 

本学は、教育・研究水準の向上を図り、本学に課せられた社会的使命を達成するため、教育・研究及びその運営について自ら点検・

評価を行い、自己点検・評価報告書を作成する。 
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Ⅱ 本学の概要 

 

１．建学の理念・精神 

「大乗仏教精神」をもって建学の精神としています。この「大乗仏教精神」を具体化し表現としたものとして「共生」の理念としています。 

人はもちろん、社会、地球に優しい心をもつこと。知恵を働かせ、民族や国境を越えて助け合いながら生きること。すべての生物を守り、い

たわること。こうしたことは、時代や、社会の変化に関係なく、人が人として生きるための大切にしなければならない心であると考えていま

す。 

本学は、淑徳女学校創設時の「淑徳漲美」の伝統を守り、各個人の自立した生き方を仏教思想に基づき、共生の理念のもと、社会に貢献でき

る人材の育成と時代の変化に対応した教育を行っています。  

本学は女子教育を実践する為に誕生しましたが、創立 60周年を契機に男女共学にしました。 

 

２．教育組織と目的    

  

教育の目的（学則第 1 条） 

本学は、大乗仏教精神に基づき、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、実際的な専門の学芸を教授研究し、教養のある人材を育

成することを目的としています。 
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教育研究上の目的（学則第 1条の 2） 

【健康福祉学科】 

建学の理念を基礎として、現代の福祉ニーズに対応し、創造性を重視した教育を行い、福祉サービスを担う中核的人材の育成を目的とす

る。 

 (社会福祉専攻)社会福祉全般の専門的知識・技術をもって、より豊かな福祉サービスを提供しうる社会福祉従事者、医療事務従事者の 

        育成を目的とする。 

 (介護福祉専攻)現代の介護サービスに対応すべく専門的知識・技術をもって、人間の尊厳を尊重した人間性溢れる介護福祉士の養成を 

        目的とする。 

【こども学科】 

現代社会のニーズに応えるべく、新しい教育・保育・子育て支援を創造し、子ども分野の専門的知識、技術を備え、実践力を発揮できる

人材の育成を目的とする。 

３．三つの方針 

平成 28年 3月 31日付文部科学省高等教育局長より通知のあった「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について」を受け、本学

では三つの方針を策定致しました。  

 

 

1.卒業認定・学位授与の方針(DP：ディプロマ・ポリシー） 

 

淑徳大学短期大学部では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、以下の知識と能力を修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉・教育の増進に寄

与できる能力を修得している。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を解決する能力を身に付けている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーション能力を有している。 

（4）各専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる能力を有している。 
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2.教育課程編成・実施の方針(CP：カリキュラム・ポリシー） 

 

本学では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成するために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施

し、教育評価を行います。また、建学の精神を身に付けるという教育理念に基づき、「宗教」「福祉」「教育」の三位一体を基本とした教育を行います。 

 

１）教育内容 

（1）卒業必修科目である「宗教」、「共生論」により建学の精神について学ぶと共に、その具体的実践としての地域貢献、「ボランティア活動」を必須

とすることで、実社会に主体的に参与する心構えや地域との繋がりなどの共同的な姿勢について体験的に学びます。 

（2）教養教育を担う主要な科目群である教養科目を複合的に学ぶことで、専門的な学修に繋がる知識や技能と主体的に学ぶ姿勢·態度、社会人として

必要な思考・行動様式を身に付けます。 

（3）専門教育においては、各専攻、コースの体系性に基づき、それぞれのカリキュラムマップにおける専門科目を配置します。 

（4）授業で修得した知識及び理論の実践の場として、現場実習を実施します。 

（5）1 年次の演習科目（ゼミ）では、初年次教育等を通して短大への適応をはかり、基本的な学習スキルと社会に出てから求められるコミュニケー

ション・スキルを修得します。2 年次の演習科目（ゼミ）では、卒業研究を必修とし、専門科目を中心とする教育内容の統合と総合化を行います。 

（6）卒業後の希望進路に応じた履修モデルを提示するとともに、学生の適性やキャリア形成を見据えた組織的なキャリア教育を展開します。 

 

２）教育方法 

（1）知識の修得だけでなく、主体的な学びの力を高めるために、参加型授業や授業外の積極的な学修などアクティブラーニングを取り入れた教育方

法を実践します。 

（2）シラバス（授業計画）には、卒業認定·学位授与の方針に基づく学修の到達目標、評価基準、授業内容、授業外学修等を具体的に記載します。 

（3）実学教育を重視し実践するために、各専門職に応じた現場実習を段階的に行います。 

 

３）評価 

（1）学年ごとの単位取得率の評価を行うとともに、GPA によって教育課程全体を通した学修成果の達成状況を査定します。また、GPA による学生個

人の評価を学修支援·指導に活用します。なお、個々の科目の単位認定にあたっては、到達目標の内容を修得しているか否かに留意し、厳格な成

績評価を行います。 

（2）上記(1)によって到達目標に達していない学生を把握し、再試験の機会を設けることによって、不足分の学修を自ら行えるようにします。 

（3）希望する職業へ就職できたかどうか（就職率、資格•免許を活かした専門領域への就業率）、又は進学等の成否について確認し、学修成果の達成

状況を査定します。 

（4）授業評価アンケートを実施し、個々の授業内容、授業方法の改善や組織全体として授業が円滑に運営されているかどうかの検証を行います。 
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3.入学者受入れの方針(AP：アドミッション・ポリシー） 

 

本学は、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程の編成・実施の方針との関連性を踏まえて、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を定

めます。 

 

１）求める学生像 

（1）本学の建学の精神である共生の理念を理解している。 

（2）高等学校で履修した学習内容について理解し、主要科目に関する基本的な知識を修得できている。 

（3）本学の教育方針及び教育分野に興味と関心を持ち、本学での学修に目的と意欲を有している。 

 

２）入学選抜の方法 

次の 3 つの方法を単独又は複数組み合わせて選抜を行う。 

（1）高等学校等での評定平均値及び活動の履歴 ・成果等に関する書類審査 

（2）面接 

（3）高等学校等での履修科目に対する学力検査 

 

３）入学前に学習しておくことが期待される学習内容及び学習態度 

高等学校での学習において、科目学習における基礎的な知識の修得及び学習意欲の保持が望まれる。 

  



7 

 

４．教員組織（2021年 5月 1日現在） 

 学部・学科 課程等 教員数(職級別教員数) 

淑徳大学短期大学

部 

Shukutoku  

University  

Junior  

College 

こども学科 

(Department of Early Childhood education and 

childcare) 

 16名(教授 6名・准教授 9名・助教１名) 

健康福祉学科 

(Department of Health and welfare) 

社会福祉専攻 

(Social welfare 

Speciality) 

5名(教授 2名・准教授 1名・講師 1名・

助教 1名) 

介護福祉専攻 

(Care welfare 

Speciality) 

4名(教授 2名・准教授 0名・講師 0名・

助教 2名) 

５．学生に関する情報 

 淑徳大学短期大学部 

こども学科 
入学者数 収容定員 在学者数 収容定員充足率 

156名 500名 364名 0.73 

健康福祉学科 
入学者数 収容定員 在学者数 収容定員充足率 

89名 180名 156名 0.87 

2021 年 5月 1日現在 

学生の状況    

 入学者推移 
退学・ 

除籍者数 
中退率 留年者数 

社会人 

学生数 

留学生数及び 

海外派遣学生数 

（対象年度） （01・02・03） （R02） （R02） （R03） （R03） （R03） 

こども学科 229・212・156 10 2.3％ 3 6 2 

健康福祉学科 76・67・89 10 7.14％ 4 6 8 
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就職及び卒業後の進路 

  卒業者数 就職希望者数 就職者数 進学者数 就職率 

  
こども学科 205名 184名 184名 1名 100％ 

健康福祉学科 64名 53名 53名 6名 100％ 

 2021年度卒業 

６．教育課程に関する情報 

 

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準 

学科・専攻 修業年限 

卒業要件単位数 

学位 
 必修 選択 計 

こども学科 

2年 

教養 6 8 

62 短期大学士（教育・保育） 

専門 4 44 

健康福祉学科 

社会福祉専攻 
教養 6 10 

62 

短期大学士（社会福祉） 

専門 6 40 

介護福祉専攻 

教養 6 10 

62 
専門 6 40 
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健康福祉学科 社会福祉コース カリキュラムマップ 
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健康福祉学科 医療事務・秘書コース カリキュラムマップ 
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健康福祉学科 介護福祉専攻 カリキュラムマップ 
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こども学科 カリキュラムマップ 
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Ⅲ 学科・委員会 点検・評価 

 

※評価基準 以下の S～D の 5 段階評価で、年度当初の計画に基づいた各目標の評価を行う。 

S → 目標に対する達成率 101％以上・特筆すべき成果が上がっている    

A → 目標に対する達成率 100～80％・順調 

B → 目標に対する達成率 79～70％・概ね順調                

C → 目標に対する達成率 69～60％・一部改善の必要あり   

D → 目標に対する達成率 59％以下・大いに改善の必要あり 
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社会福祉コース  

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

ソーシャルワーカーとして、総合的

かつ包括的な相談援助を行える知

識と技術を修得し、利用者支援がで

きる人材の育成を目指す。 

B 2年生 17名のうち、社会福祉士受験資格

の全ての科目履修が終了した学生は、5

名。社会福祉分野に就職をした者は 4名。

社会福祉分野に進学した者が 4名であっ

た。またソーシャルワーク実習を希望し

た 5 名全員が 24 日間の社会福祉施設等

での実習をした。 

 

新型コロナウィルス感染症拡大の中で、

実習先との連絡調整を密に行い、学習が

適切に実施できるように努める。 

 

社会福祉の視点や社会福祉の基盤

となる知識・技術を持った一市民の

養成を行い、多様な領域や職種への

就職を目指す。 

B 施設見学、ボランティア活動が中止にな

った。 

1年生は全員が夏季に学外実習（5日間）

を実施した。 

2 年生は各々が卒業論文に取り組み、各

自の問題意識をさらに深める学習ができ

た。 

新型コロナウィルスの感染を予防しな

がら、地域福祉の基盤等について学べる

よう模索をしていきたい。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

・新カリキュラムと旧カリキュラムの実施が無事に進行した。 

・新型コロナウィルス感染対策を実施しながらの教務の実施になったが、実習先の協力や事務局との連携のもとで実習を学外で終えることができ

た。 

・昨年の反省を踏まえて学生指導を行った結果、今年度の 1年生には退学者がいなかった。引き続き、丁寧な学生指導を行っていきたい。 
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２．医療事務・秘書コース 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

医療事務関連資格の合格率を向上

させる。 

・診療報酬請求事務能力認定試験 

合格率 30％以上 

・医科医療事務管理士 

合格率 80％以上 

・医事コンピュータ技能検定 3級 

合格率 85％以上 

・秘書検定 2級         

合格率 60％以上 

B 診療報酬請求事務能力認定試験:合格

率 40% 

医科医療事務管理士：合格率 60.6% 

医療秘書検定 2級：合格率 40% 

医事コンピュータ技能検定 3級：合

格率 72.7% 

調剤事務管理士：合格率 50% 

 

次年度においても、事前・事後学習の

徹底や資格試験対策の強化を図り、受

験者数及び合格者数を向上させたい。

医療事務の資格を取得しない学生に対

してはコンシェルジュ検定の取得を促

し、一つでも多くの資格が取得できる

ように努めたい。秘書検定について

は、2月受験の合格率が低いため、試験

対策を強化したい。 

 

内定者に占める大学病院、総合病院

の割合を 80％以上にする。 

S 81.5%が大学病院・総合病院に内定し

た。 

キャリア支援室と連携しアドバイザー

教員が個々の学生に合わせた指導を行

う。具体的には履歴書やエントリーシー

トの添削、筆記試験対策、小論文対策、

面接対策のアドバイスを行う。 

 

就職率 100%を達成する。 

 

S 就職率 100%を達成した。 次年度においても、医療業界合同説明会

をキャリア支援室と共同で開催するな

ど、早い段階からきめ細やかな就職支援

を行う。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

本年度も就職率 100％を達成することができた。また、81.5%が大学病院・総合病院に内定した。今年度はコロナ禍の影響でオンラインによって説明会

や面接試験を実施するところが多かった。次年度においても、オンラインによる実施が予想されることから、Google クラスルームや Zoom を用いて面接対

策を行う予定である。また、早い段階からキャリア支援室と連携し、個々の学生に応じた手厚い指導を行っていきたい。資格取得については、事前・事後

学習の徹底や資格試験対策を強化し、受験者数及び合格者数を向上させたい。 
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３．介護福祉専攻 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

１．介護福祉士国家試験におい

て 90％以上の合格率を確保す

る。 

S 本日の 14 時に国家試験合格者の発表

があり 100％合格であった。 

次年度の学生数は 36 名と多く、学力の低い学

生も多いので、さらに一人ひとりの状況に応じ

た個別指導を徹底していく。 

 

２．介護福祉士として求められ

る基本的倫理観を身につけ実践

できる学生を育成する。 

A 第 1 段階実習における態度評価の結果

は、B評価以上が 33名（94.3％）であ

るため目標は達成された。そのうち A

評価 21 名（60%）であり、C 評価 2 名

（5.7％）であった。Cであった学生は、

2月・3月に再実習を行っている。過度

な緊張から挨拶や積極的な態度ができ

なかったようで指導を強化し、再実習

は合格となる。第 3 段階実習における

態度評価の結果は、B 評価以上 14 名

（100％）であり、目標は達成された。

A評価は 10名（66.7％）であった。 

緊張から積極性などが出せない学生も多いが、

自覚が足りずに実習生としての態度が身につ

いていない学生も多いので、実習指導時だけで

なくゼミの時間、各授業の時間、介護技術演習

の時に、個別指導をしていくよう、常勤・非常

勤問わず徹底していく。 

 

３．介護福祉士資格取得を目指

す学生において、やむを得ない

事情を除き、中途退学者が出な

い。 

A 2 年生のうち 1 名が本人の関心の変化

により、2年の前半で退学（6.7％）し

ている。1年生においては中途退学者は

出ていない。 

新 2年生においては、集中力が続かない、説明

が理解できないなどの学生が多く、卒業だけを

目指す学生が増えている。個々の状況に応じた

個別指導を続け、卒業や資格取得への支援を強

化する。 

 

４．就職率 100％を確保する。 

 

S 2 年生の全員が介護福祉施設に就職し

ている。 

学生個々の特性に応じた就職先を選択できる

ように、早い時期から意識する時間をつくった

り、家族との情報共有の時間を増やしていき協

力を得ていく。 

 

５．学生定員の 70％程度の学生

確保を目指す。 

B 来年度の入学者は 21名（52.5％）とい

う結果である。 
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2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

国家試験の合格率は 2年連続で 100％であるため、現在行っている対策（模擬試験や各科目の集中講義など）は効果的であると考えられる。ただ

し、来年度は成績が振るわない学生が多いので、時間をかけて指導することが必要になってくるといえる。専任教員だけでなく非常勤の先生方の協

力も得ながら、各授業における状況をもっと得ながら、前期から国家試験に対する学修を強化していく予定である。新 2年生には「専門職としての

態度の修得」以前の課題のある学生も多く、日常的な基本的言葉づかいや態度、マナーが身につかない学生が多く、今年度もコース会議を頻回に行

い対応を検討してきたので、次年度も情報共有や対策を教員同士で話し合っていこうと考える。 
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４．こども学科 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

保育・幼児教育の専門職を目指

し、学生が自党を持って主体的に

学修を進め、稚園教諭免許や保育

士資格等を取得できるよう、ガイ

ダンス等の機能を強化して、教育

内容のいっそうの充実を図る。 

A 

 

2021(R3)年度も、今般の感染症の状況

により年度当初の学科全体オリエン

テーションは行わず、各アドバイザー

のクラス毎にガイダンスを実施し、毎

週のゼミや教職実践演習において、学

生がカリキュラムを全体的に見通せ

るような指導や進略ガイダンスを徹

底した。この結果、2022(R4)年 3月卒

業生の免許・資格等の取得率は、幼稚

園教諭二種免許 89.1%、保育士資格

95.0%、育児セラピスト 1級 81.6%・ABM

ベビーマッサージインストラクタ

82.6%、ピアヘルパー26.4%、准学校心

理士 14.9%であった。(退学者を除いた

卒業人数に対する割合) 

保育・幼児教育の専門職者としての出発

点は幼稚園教諭免許や保育士資格等の

取得を目指して学修することにあるが、

コロナ禍前 2019 年度卒業生の免許・資

格取得率と比べても保育士資格につい

てはやや高くなっている。こうした状況

を維持できるよう、カリキュラム設定の

各科目や保育現場での実習等について

学生が自覚を持って主体的に学修を進

められるよう、学事部・保健相談室、学

生相談室、キャリアセンター等との一層

の協働連携を密に指導を工夫する。 

 

文部科学省等の指針に従い、新型

コロナ感染症予防・拡大防止に十

分な配慮を行いつつ、対面授業を

主として、遠隔授業を組み合わせ

たハイブリッド型での授業を実施

し、コロナ禍での様々な制約状況

においても学修の支援・保障を行

う。 

A 

 

対面授業(主)と遠隔授業のハイブリ

ッド型での授業を行った。対面授業に

関しては新型コロナ感染症予防・拡大

防止に十分な配慮を行った。新カリキ

ュラムとなったため、2020(R2)年度開

講科目の一部について、再履修者のた

めの科目を開講した。また、1 年次ほ

とんどの科目が遠隔授業であった 2年

生については、1 年次履修科目の一部

について聴講を認め個別的な丁寧な

学修の保障に努めた。 

2022(R4)年度は、全面的に対面授業実施

の予定である。感染症の状況いかんによ

っては、遠隔授業を組み合わせたハイブ

リッド型での授業実施を余儀なくされ

るかもしれないが、学生の実情（PC所有

の有無やスペック、Wi-Fi 環境等）を鑑

みると、遠隔授業実施に関しては、リモ

ートでの受講やオンデマンド課題の提

出に困難を伴う学生がいることから、そ

の授業態勢を更に工夫して、学修の支

援・保障を行う必要がある。 
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昨年度来のコロナ禍において、例

年以上に多様な困難を抱える学生

に対して手厚い支援を心掛け中途

退学予防に努める。 

B 

 

アドバイザーを中心として学事部と

連携し、困難を抱える学生やその保護

者への頻回の支援を心掛けた。(中退

率は 4 .65%。全学科コースの平均中退

率 5 .61 %) 

アドバイザーのみならず学科全体や学

事部・保健相談室等の学内組織との情

報共有・協力連携をさらに強化して一

人ひとりの学生、とくに学び辛さを抱

えている学生へのきめ濃やかなサポー

トに努める。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

2021(R3)年度、教育活動計画の評価目標に基づき実施してきたが、概ねその目標を達成することができた。幼稚園教諭免許の取得率はやや低下した

ものの、保育士資格についてはコロナ禍で遠隔授業を組み合わせたハイブリッド型での授業実施にもかかわらず向上した。中途退学率も他学科との

比較では低めであった。 

次年度にあっては、令和 5年度末の短期大学部の閉学に向けてその移行準備を円滑におこない、広報も含むその運用等にあたり在籍する学生（や

その保護者）に不利益が生じないように特段の注意・慎重な配慮をもって進めていく。 
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５．募集・入試委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

①各学科の入学定員を確保するため

に出願者数・オープンキャンパスの

目標来場者数を達成する。 

 

B 出願者数目標：450名・結果：219名 

オープンキャンパス来場者数目標：840

名 結果：607名（昨年度の来場者数 660

名と比較すると 51名の減少） 

  

②出張講義の回数を前年度より増加

させる。 

A 出張講義回数：前年度 2回に対し、今年

度は、3回と増加した。 

  

③ホームページの閲覧数を前年より

増加させる。 

（Google アナリティクスによる時系

列的比較を実施） 

 

B セッション数：前年度 225,138回に対

し、今年度 209,397回 

ユーザーアクセス数:前年度 101,873回

に対し、今年度 130,775回 

ページビュー数：前年度 675,269回に

対し、今年度 511,842回 

 ＊ホームペー

ジの閲覧数

は、2022年 2

月 28 日現在

のものとな

る。 

④資料請求者数（入学案内）を前年よ

り増加させる。 

B 前年度の資料請求者数：5,360件 

今年度の資料請求者数：4,200件 

 資料請求数は 

2022 年 3 月 4 

日現在 

⑤オープンキャンパス参加者の出願

率を前年より向上させる。 

D オープンキャンパス参加者の出願率：

前年度 42.3％に対し、今年度 38.1％ 

 609 名参加、   

232名出願 

 2.令和 3年度の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

オープンキャンパスの来場者数は令和 3年度目標の 840名に対して、607名に留まった。入学定員の充足に関しては、こども学科が 154 名（250名

定員）、社会福祉専攻 41名（50名定員）、介護福祉専攻 21名（40名定員）であり、入学定員を確保することができなかった。 
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６．教務委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

教育課程について 

 

C 2020年度に続き，新型コロナへの対応

で，遠隔授業や対面授業の教室収容率

の調整，感染防止対策を含めた特別な

教務対応を余儀なくされた。一方，授

業評価アンケート・学修行動調査等は

教育向上委員会と協力し，実施するこ

とができた。新カリキュラムへの以降

も概ね問題ない範囲で対応を行うこ

とができた。 

コロナ禍の状況にはよるものの，前年度

から引継いだ課題に取り組む。具体的に

はカリキュラムマップの改善，コモンル

ーブリックの素案の改善等である。また

少数ではあるものの，旧カリキュラムで

の留年生がおり，最後まで丁寧に対応を

行っていく。 

 

教育組織について 

 

B 2020 年度の取り組みを踏まえて改善

を行った授業方針に基づき，前年度よ

りも安定した内容で授業運営を行う

ことができた。FD研修も短大の状況に

合致した内容で実施することができ

た。 

現時点では原則対面授業に戻るため，混

乱のないように授業方針を整備し移行

を行う。また，学校の改組を念頭に一人

でも多くの学生が最短修業年限の中で

卒業し，資格・免許等を取得できるよう

教員への伝達，授業支援を丁寧に行う。 

 

学生支援について 

 

B GPA に基づく面談等は新型コロナの感

染状況に合わせて電話や Meet 等を組

み合わせて実施した。また，昨年度に

続き，例年は保護者を入れないⅠ期か

ら保護者への連絡を追加する等，より

手厚い支援を行った。オフィスアワー

については設定率 100%を達成できた。 

引き続き新型コロナによって不利益が

出ないよう教務上の指導を組織的に行

うと共に，学校の改組を念頭に一人でも

多くの学生が最短修業年限の中で卒業

し，資格・免許等を取得できるよう学生

支援を丁寧に行う。また，引き続きオフ

ィスアワーの設定率 100%を実現する。 

 

新型コロナウイルスの世界的流行

への対応 

 

B 昨年度の対応をもとに授業方針を改

善し，感染状況に応じて，教室収容率

の調整や一部の遠隔授業の継続等，昨

年度より安定した新型コロナウイル

現時点では，4 月から原則対面授業に戻

る予定ではあるが，再び緊急事態宣言等

が発される可能性も考慮し，授業方針や

Googleクラスルームの継続等，臨機応変
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スへの対応を行うことができた。 な対応ができる体制を整える。 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

令和 2年度に続き，新型コロナウイルスへの対応に多大な労力と時間を割かざるを得なかったため，一部の目標は次年度へと持ちこさざるを得な

い状態となった。一方，新型コロナウイルスへの対応自体は，令和 2年度の取り組みを引継ぎ，一部の科目を除き，多くの科目を対面授業として実

施することが出来た。また，新カリキュラムへの移行については，大きな混乱はなく進められたが，数名の留年生が出てしまったため，旧カリキュ

ラムをしっかりと終えられるよう支援・指導を続けていく。また，改組を前に最短修業年限での卒業，資格・免許等の取得を最大限支援していく。 
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７．学生委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

新入生セミナー等、年度初頭行事の

準備と運営 

B 宿泊を伴う新入生セミナーは中止。映

像配信ではあったが、学内にて宗教行

事を実施し、建学の精神について理解

し、ゼミ毎に交流を深めることができ

た。また一人暮らし学生に対するフォ

ローとして人文学部と協同で、懇親会

を開催できた。 

日帰りや学内での実施など、宿泊を伴わ

ないセミナーを模索し、具体的な検討が

必要。一人暮らし学生の懇親会について

は出来る限り早期に開催を目指したい。

感染症をふまえながら、「中止」ではな

く、実施可能な行事を教職員で検討する

ことが重要。 

 

学内行事 （淑徳祭、体育祭など）の

準備及び運営への支援 

A 体育祭は感染防止の観点から中止と

なったが、代替行事について委員会内

で何度も検討を重ね、企画までは行っ

た。淑徳祭は学内とオンラインでのハ

イブリッド式という新しい試みで開

催。人文学部と共に準備・運営を行い

安全に実施できた。年度末の卒業を祝

う会は感染対策を最大限行いながら、

予定通り対面で実施できた。 

淑徳祭のオンラインと対面でのハイブ

リッド式での開催は、感染症対策として

は評価できるが、次年度以降は、学生の

満足度や参加率をあげる内容を具体的

に検討することが必要。短大は実習が多

いため、日程的な問題で行事に参加が難

しい学生も一定数存在する。そういった

学生の期待にどのように応えていける

かを委員会内で模索していくことが必

要。 

 

学生からの要望を反映できるシス

テム作りと学生生活の安定・安全の

向上 

B 新入生セミナー後や淑徳祭後にアン

ケートを実施。調査結果をそれ以降の

宗教行事等で反映し実施できた。奨学

金等、学生が必要としている様々な情

報についてはすみやかに学生へ周知

することができた。 

行事後のアンケートのタイミングや内

容をさらに検討していく必要がある。ま

た、アンケート結果を具体的に反映さ

せ、学生が安心して学ぶことのできる充

実した学内環境についても検討する必

要がある。 

 

学生の学籍異動に関する早期把握・

予防的な試みの検討 

B 政府からの緊急特別給付金等、各種奨

学金など学びを継続できるような支

援について情報提供をすみやかに行

った。アドバイザーとも連携し、学生

の出席状況等、学生生活で不安を抱え

学生の経済的支援だけでなく、教務委員

会と協働し、授業や学習への意欲低下に

陥っている学生の早期把握を行い、総合

的に対応し、欠席超過の学生や休退学者

の減少を目指したい。学生が大学生活に
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ている学生については個別に対応で

きた。 

期待の持てるような環境作りが必要。 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

総合的には、行事については感染症が蔓延している状況ではあったが、学生の要望や期待にそえるよう実施形態を見直し、実施できた。アンケー

ト結果を一部ではあるが反映させ、宗教行事については、対面で実施できた。宿泊セミナーや身体的な接触を多く伴う体育祭はやむを得ず中止とな

ったが、学生の期待が大きかった卒業を祝う会は実施することができた。政府からの給付金や学内の奨学金に関する周知だけでなく行事等に関する

通知もすみやかに行い、学生の不安や不満につながらないよう適切なタイミングで情報発信を実施できた。今年度は感染対策を講じて、開催形式

等、工夫すれば行事も一定程度は実施できるということが明らかとなった。次年度も感染症に限らず、様々な社会的状況や環境に柔軟に対応し、学

生生活や学生活動を最大限サポートしていく予定。次年度は、今年度中止となってしまった新入生セミナーや体育祭について開催できる方法を検討

し、実施できるかが課題である。 
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８．図書委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

図書館の入館者数について、15000

人を目標とする。 

C ・概ね通常開館をした。 

・臨時休館（予約利用期間）は 9/6〜10/1

であった。 

・9213人である。 

・講義等での図書館利用は、3回である。 

・講義等による図書館利用の促進  

館外貸し出し実績について、1250冊

を目標とする。 

A ・短期大学部の貸出し実績は 1224冊であ

る。目標値の 97.9％を達成している。 

・読書マラソンで奨励賞受賞者が 2 名で

あった。コロナ禍による影響がある。 

  

こども学科・健康福祉学科の資格取

得等に関わる図書および資料価値

の高い資料を収集し、図書館の充実

化を促進する。 

S ・教員による選書ツアーを実施した。7名

が参加し 330冊を選書した。 

・学生により選書ツアーを実施した。6名

が参加し 174冊を選書した。 

・学生による選書ツアーを継続する  

来館での利用促進と同時に、オンラ

イン等でも図書館の役割が果たせ

るように機能強化を図る。 

S ・学内のみ閲覧可能なサイトに関し、学

外からのアクセスを可能にした 

・図書館の本の貸出に関する動画作成 

・マイページの導入と始動 

・学生へのマイページの周知 

・教職員、学生への電子書籍の利用促

進 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

・令和３年度の図書委員会では、昨年に引き続き、人文学部との連携を行ってきた。実際には、委員会に森田館長が出席してくださり、多岐に渡る

図書館運営に関して、情報共有ができたことは非常に有益であり継続したい。 

・新型コロナ感染症の感染予防のために以下のことを実施した。次年度も、感染症予防に努めつつ学生の学習権の権利保障を果たすべく図書館とし

て何ができるかの議論を続けていきたい。 

① 各階の椅子の数を減らした。②共用の机の上にアクリル板を設置した。③入り口に体温測定器を導入した。 

・学生がパソコン等での学習・研究ができるように、Wi-Fi設置の要求をし、学習環境の整備を図りたい。 
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９．紀要委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

①知・アカデミズムの再編期（とり

わけ人文・社会学系）における学内

研究紀要の在り方と位置づけにつ

いて、委員会および各学科、部門と

の意見交換、対話を通して『淑徳大

学短期大学部紀要』の内容及びその

未来像（実際）と共に検討し刊行す

る。 

  A ・年度内に 1回の規程を守り発行。同

時に通常の第 6４号(6月末投稿〆切、

11 月末原稿〆切）を発行した。（発行

令和 3年末予定）。 

 

・並行して次年度（例えば、紀要第 6

５号）の発行計画についても、前期中

に審議できた。 

＊追加原稿等もあり、また投稿数も多か

ったため、スケジュールが予定通りいか

ない面もあり、発行がズレ込んだ。追加

等があっても査読や校正（初校－二校－

念校）の回数などを見越し、余裕を持っ

た発行スケジュールの再徹底は課題と

なった。 

＊第 64号と 65号の発行―締め切りの間

隔について、当初の予定を若干修正する

等、見通しの甘さがあった。（コロナ等、

不測の事態も見越し）予め教職員の業務

量と執筆期間を予見し、全行程に要する

時間を再度明確にすることが必要。 

＊学科ごとの

研究の特色な

どを活かした、

紀要の在り方

に関する議論

の往還にまで

は至らなかっ

た。 

②対人援助に関する各領域の専門

的な知見を対象とする研究論文と、

保育者養成校としての新規の研究・

発展可能性を有する研究ノートや

アクティブラーニング等の授業実

践、実践報告、書評なども含め、そ

の掲載の判定に関する査読基準の

標準化（明確化）を検討し、見直し

にあたっては規程の改訂などを行

う。 

  B ・英文による研究論文の提出とその査

読等原稿の多様性を認めると同時に、

査読有の原著論文と研究ノート、実践

報告、書評、資料等原稿提出の区分を

増やす方針を継続し、令和３年度の第

6４号発行に合わせた具体的な執筆・

投稿規程の一部見直し・検討を行なっ

た。 ＊7月～9月上旬に「査読・執筆

の覚書について」作成、全教員に共有・

周知できた。 

＊査読に関しては規程通り実施したが、

「規準の明確化」までには至らなかっ

た。その理由としては、分野毎の独自性、

専門性から担保・保証されるべき点と

「アカデミズム一般」として当然遵守さ

れるべき点が混在しており、その峻別に

腐心した。査読者の分担をより分野に近

い人選にするなど査読者の貼付けの検

討をより慎重にする必要がある。※合議

制等も検討が必要か。 

＊多様な原稿

種、研究分野か

らの投稿はあ

った。 

＊外国語によ

る投稿はなか

った。 

③「研究」的な思考こそが、ＡＩ隆

盛の時代に、教員自らの「学びに向

かう人間性」（＊文部科学省）によっ

  A 投稿する教員が各原稿種別について

理解を深められるように、運用細則に

示されている「論文投稿時注意事項」

＊①「研究の目的」「はじめに」から「結

果と考察」「おわりに」までの一貫性（な

にが明らかになったか）②研究方法

＊授業の質、担

保につながる

ような、多くの
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て成される「授業の質」担保を具現

化するものであるとの観点から、で

きるだけ多くの教員（専任・非常勤

問わず）による投稿を受け付ける。

※前年度からの遠隔授業等、ONライ

ン授業の GP や実践報告についても

幅広く投稿を募る。 

 

を改訂するなど、必要な対応を検討し

周知するよう努める。 

査読基準だけでなく、論文、研究ノー

ト等の各原稿種別に求められる内容

がどのようなものであるかについて

指針となるもの（査読・執筆における

覚書）を投稿、査読前に検討・明示で

きた。 

 

（discipline）の明確化、③資料やデー

タ等根拠、出典等の明記、という 3つの

原則は徹底を心がけた。 

＊査読が機能しづらいケースもあった。

執筆者によっては査読者内容の「平準・

平易化」が求められる現状にある。 

＊執筆者に対する「査読のポイント」「指

摘事項の意味や理由」についての更なる

説明は検討が必要か。 

教員からの投

稿があった。 

 

＊非常勤講師

からの投稿も

受理した。 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

 電子媒体、デジタル化の進展に伴う発行部数、抜刷の要否（実費以外の最低限）、カラー印刷の費用負担等、規定についても見直す必要がある。 

研究成果の反映（J-global での公表・電子化の義務＊原則として）と FDとの往還、1 年間の教員の研究活動成果（過去 5年の「教育研究活動報告

一覧」等）の公表の可否等、学内の教育・研究の向上につながる方策やアイデアについては、随時、各委員から提案を受け継続的な審議を行う必要

があると思われる。次年度は２回の発行でもあり査読の効率化、投稿締め切りから念校までの流れをより具体的にスケジューリングすることも事前

に検討したい。 
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10．ボランティアセンター 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

東京キャンパスの全学生を対象に、

ボランティアセンターの認知度を

高め、学生による主体的なボランテ

ィア活動とセンターの活用を促進

する。 

 

A ボランティア活動を紹介するなど等、

情報提供、また、ボランティア活動へ

の参加募集及びコーディネートをす

ることなど、新型コロナウイルス流行

以前と比べると件数は少ないながら、

昨年よりは充実した活動ができた。 

今年度に引き続き、オンライン等非対面

でのボランティア活動を行うとともに、

オンラインと対面を組み合わせたボラ

ンティア活動、対面でのボランティア活

動など、感染状況に対応し、感染対策を

講じながら新しい活動を展開する。 

次年度の活動

内容や頻度等

は、新型コロナ

ウイルス感染

症の影響を受

けて、大きく変

動可能性があ

るものと思わ

れる。 

ボランティア活動が学生自身の能

力を引き出し、社会から求められる

人材として高く評価され、将来の活

躍につながることを啓蒙する。 

A 教職員の協力のもと、センターPR 動

画（WEB 淑徳祭で公開）活動を紹介す

る「ニュースレター」の制作等による

啓蒙活動ができた。 

WEB 上でのセンターPR、紙媒体での

PR ともに学生の主体的な参画を促進す

る。 

短期大学部学生の 1 年生の必修科

目（共生論）との連携により、学生

のボランティア活動のコーディネ

ート。 

B 共生論の授業内でボランティア活動

とセンターの紹介を行った。また、共

生論でのボランティア活動をオンラ

イン及び対面を含むハイブリッドに

て実施することができた。 

オンラインでのボランティア活動、オン

ラインと対面を組み合わせたボランテ

ィア活動、実習先との連携などによる対

面でのボランティア活動など、感染状況

等に柔軟な活動を展開する。また、これ

らの活動を通して、共生体験としてより

有意義な活動を目指す。 

本学におけるボランティア活動と

ボランティアセンターの周知。 

A 前述の動画公開、ボランティアニュー

スの発行などによる本学におけるボ

ランティア活動、助成制度など積極的

に周知することができ、学生の活動参

加、助成金執行の実績を残すことがで

きた。 

学生に対して、助成金制度を周知する活

動をより積極的に行い、学生の主体的な

ボランティア活動のさらなる活性化を

図る。 

地域と密に連携し、地域への貢献度

の高いセンター運営の実施 

B 地域の活動が一部制限される中、子育

て支援団体のオンラインイベント、支

え合い会議等、地域の活動に参加、協

地域の活動の制限と緩和の状況を考慮

し対応しながら、積極的に協力、支援を

行う。また、対面及びオンラインを活用
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力することができた。また、主催事業

として、「子育ち応援隊ぷちぴち」及び

「子育て相談の電話対応」等を実施す

ることができた。 

したボランティア活動など、感染対策上

可能な範囲での、積極的な参画や支援活

動を展開する。 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

感染症拡大によって、ボランティア活動は例年と比較し数少ないながらも、昨年の手探りともいえる活動からノウハウを得ることが来た。その結

果、昨年と比べれば、積極的に多くの活動を行うことができた。自己点検評価の備考にも記した通り、次年度の活動の内容や頻度は、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けて、大きく変動するものと思われるが、状況に応じた柔軟な発想で精力的に活動していきたい。 
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11．内部質保証委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

各学科コース、委員会による自己点

検・評価の結果を全学的な観点から

検証するとともに、自己点検・評価

報告書をとりまとめる。 

S 内部質保証委員会においては、各学

科、委員会等から提出された「教育・

委員会活動報告書」を全学的な観点か

ら検証を行い、課題や問題点を洗い出

すとともに、自己点検・評価の結果を

自己点検・評価報告書としてとりまと

めた。 

内部質保証委員会が中心となり、継続的

に点検・評価を行うとともに、その結果

をもとに、教育研究及び管理運営等の諸

活動について、更なる改善・改革を推進

する。 

 

自己点検評価活動や内部質保証の

重要性について更に理解を促す。 

D 内部質保証を組織文化として醸成し

定着させていく必要があるが、今年度

は自己点検・評価や内部質保証をテー

マとする研修を実施することができ

なかった。 

次年度においては内部質保証をテーマ

とした FD・SD 研修を企画し、自己点検

評価活動や内部質保証の重要性につい

て全学的に理解を促す予定である。 

 

自己点検・評価活動の客観性と妥当

性を高めるため、外部評価委員会に

よる評価を実施する。 

C 「淑徳大学短期大学部外部評価委員

会」（2020 年 12 月 19 日実施）におい

て指摘を受けた事項について、本学の

対応状況（「教育方法・評価」「キャリ

ア支援」「学生募集・経営戦略」）を整

理し、外部評価委員 4名に対して文書

で報告を行った。  

本学の教育・研究活動、学校運営等の更

なる改善を図るため、引き続き内部質保

証委員会が中心となり点検評価を進め

て行く。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

内部質保証委員会においては、各学科、委員会等から提出された「教育・委員会活動報告書」を全学的な観点から検証を行い、課題や問題点を洗い

出すとともに、自己点検・評価の結果を自己点検・評価報告書としてとりまとめた。また、「淑徳大学短期大学部外部評価委員会」（2020年 12月

19 日実施）において指摘を受けた事項について、本学の対応状況を「教育方法・評価」「キャリア支援」「学生募集・経営戦略」に分けて整理し、

外部評価委員 4名に対して文書で報告を行った。本学は令和 5年度以降の学生募集停止が決定している。すべての在学生が卒業するまで教育等の質

を落とすことがないように、教育研究及び管理運営等の諸活動について継続的に点検・評価・改善を行っていく予定である。 
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12．教職課程運営委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

年２回以上、少なくとも、前期１回、

後期１回は、教職課程の現状確認と

今後に向けた協議の場を設ける。 

A 令和３年度は、教職課程運営委員会で

年２回の協議の場が設けられた（前期

は 4/1（メール会議：教育実習の日程

について）、4/16（実習運営委員会との

合同委員会：2021 年度入学生[新 1 年

生]の教育実習の実施期間等につい

て）／後期は 11/5（メール会議：来年

度の教育実習の日程について）。 

引き続き、教職課程関連の現状

確認を行う協議の場が必要であ

る。 

 

本学の教職課程の現状確認を行い、

5 月末までに本学ホームページにア

ップされている教職に関する情報

の更新を行う。 

A 教職に関する情報の更新は、本学

HP(ホームページ)に令和３年４月 30

日付で情報公開として、教職に関する

情報の更新を行った。 

本学 HP(ホームページ)にある教

職に関する情報の確認を行いつ

つ、情報更新が必要な情報につ

いて検討を行っていく。 

 

年度末までに、教職科目に関する研

究業績の確認を行う。 

A 教職に関する情報の更新に向けて、教

職科目を担当する教員業績数の確認

を行った。 

引き続き、教職科目の担当者向

けの業績確認が必要である。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

令和３年度の活動は、コロナ禍という社会情勢もあり、前期、後期を通じて委員会の運営が円滑に進まない状況がみられた。しかしながら、最終的

には、目標である教職課程運営委員会として協議する場の設置、教職科目担当者の業績確認、教職に関する情報更新という、すべての目標を達成す

ることができた。次年度は、「教職・保育実践演習」の「履修カルテ」について補足事項の確認と、再課程申請で認可された新しい教職課程の教職

科目が導入４年目（完成年度の翌々年）にあたるため、改組をふまえた振り返りが必要であろう。 
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13．ハラスメント防止委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

１．学生が、学生向けハラスメント

防止リーフレットによって、ハラス

メント防止の意義と方法を理解す

る。 

A リーフレットは全学生に入学オリエンテーシ

ョン時と新学期オリエンテーション時に、アド

バイザー等の協力を得ることによって配布、説

明を行っている。また、質問や相談等は随時、

アドバイザーや相談員が受け対応する仕組み

ができている。 

コロナ禍によりさまざまな困難が生じてお

り、次年度も継続の恐れがあるため学生へ

の説明をさらに丁寧に強化していく必要が

ある。 

 

２．教職員はハラスメントを未然に

防止するために、本務教職員全員対

象の研修会に参加し、ハラスメント

防止の意識を高める。 

A ハラスメント防止研修会を 7 月と 2 月にオン

ラインにて実施した。1回目は東京キャンパス

全教職員対象で、「オンラインによって起こり

うるハラスメントおよびその未然防止につい

て」というテーマで、広島大学ハラスメント相

談室の北仲千里先生の講義を受け、2 回目は

「アカデミック・ハラスメント」に関するグル

ープワークを実施し、日程の都合がつかない場

合は人文学部の研修会にも参加できるように

している。  

研究会後のアンケートでは、学科や教職員

の枠を超えて議論できて有意義であった、

学科全体で取り組んでいくことの重要性な

どが多数述べられており、今後も全教職員

対象での開催が重要であろう。 

 

３．ハラスメントによって本学の全

構成員の勉学、教育活動、就労等が

阻害されない。 

A 大乗淑徳学園ハラスメントホットラインや学

生向けハラスメント防止リーフレット、教職員

向けハラスメント防止研修会などを行い、ハラ

スメントのない環境づくりに努めている。 

学生・教職員全体にとってハラスメント案

件が生じない環境づくりを模索していきた

い。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

令和 3年度もコロナ禍のまま過ぎ次年度の予測もつきにくく、学生も教職員にとっても不安や疲労が強まっていくことも考えられ、さまざまな問題

が噴出しやすい状況といえる。地道にみなさんの意見に耳を傾けていきたいと考えています。 
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14．キャリア支援委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

短期大学部全学科全コース就職決

定率 100％の維持 

S 短期大学部全学科全コースにて就職

決定率 100％を達成した。 

就職決定率 100%を維持するための取組

みを行う。キャリア支援室でのカウンセ

リングを積極的に実施し、アドバイザー

との連携をさらに強化する。S-Naviを活

用した就職情報の積極的な配信を継続

する。 

 

募集入試に繋がる質の高い就職支

援の取り組み 

A キャリア支援室主導のもと、就職先と

の情報共有を強化し、質の高い求人の

確保に取り組んだ。これらの情報は募

集入試と共有し、オープンキャンパス

等で活用された。 

就職決定率 100%を継続しており、就職

実績の効果も上がっている。公務員試

験の合格者増、大学病院・総合病院、

社会福祉事業団・社会福祉協議会への

就職実績を獲得できた。 

引き続き継続した支援に取り組む。  

卒業後の定着率の向上 

 

B アンケート回収率向上のため郵送・

FAX・Google フォームなど、回答方法

を増やした。 

引き続き回収率向上に努めるとともに、

2 年生後期の内定者向けガイダンスの充

実を図る。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

アドバイザーと連携し、S-Navi と Google フォームを併用した就職支援を行うことができた。Google クラスルームを活用した公務員試験の対策を

実施し、運用前よりも合格者を輩出することができるようになった。 
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15．教育向上委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

１．教育改善に向けた調査を実施

し、専門部署も連携して分析・活用

を行う。 

A 調査は、授業評価アンケート、学修行

動等に関する調査、卒業時調査を実施

した。前年度の調査結果は大学 IR 進

室と連携し、教育向上委員会や教授会

で調査結果の分析活用報告を行った。 

調査アンケートの回収率の向上と結果

の活用にむけて検討を図っていく。 

 

２．教育改善に関する教職員研修と

して、専門部署と連携して FD 活動

の充実を図る。前後期計３回以上の 

FD 研修の継続。 

S FD 研修は前後期計３回以上を予定し

ていたが、計４回の FD 研修を実施し

た。シラバス作成では学事部、アドバ

イザー制度については２学科や教務

委員会と連携し活動の充実を図った。 

今年度に引き続き、計３回以上の FD 研

修会を実施し、さらなる教職員での連携

による教育改善が向上するよう努める。 

 

３．本学において実施可能な授業公

開についての準備を行う。 

S 

 

授業公開の準備が目標であったが、準

備だけでなく授業公開を前・後期計 2

回実施した。また、専任教員は全員が

年 2回以上の授業参観した上、報告書

を作成提出した。 

今年度に引き続き、授業公開を実施し、

専任教員全員が授業参観を行い、授業改

善に向けた報告書の提出を目指す。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

令和３年度の活動の総合評価は、多くの FD研修会の実施や準備段階に留まらない授業公開の実施など目標を上回る成果を上げることができた。 

次年度の活動計画に活かすべき課題は、前年度に引き続き効果的な FD 研修会や教育改善にかかる調査・授業公開の実施を遂行することがあげられ

る。 
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16．修学支援委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

現行の「修学支援対策検討・協議規

程」を見直し、改訂を目指す。 

C 現状、大学の「障がいを理由とする差

別の解消の推進に関するガイドライ

ン」に準拠して運用することで対応で

きており、規程の改訂を行なう必要性

はないという判断に至った。 

引き続き大学の「障がいを理由とする差

別の解消の推進に関するガイドライン」

に準拠して運用することに努める。 

。 

アドミッションセンターと連携し、

入学前に必要な支援体制を整える。 

B 令和 3 年度は入学前に配慮を希望する

学生の申し出がなかった。 

令和4年度新入生は標準的な修業期間で

の卒業を目指すため、アドミッションセ

ンター協力の下、入学前に配慮を要する

学生の把握に努める。 

 

学生相談室、保健相談室、ボランテ

ィアセンター、教務委員会など各委

員会と連携し、医療的配慮や心理的

支援について協働できる体制を整

える。 

A 配慮願の申請が 1 件あったが、保健相

談室、教務委員会等と連携し、速やか

に当該学生に対する配慮の周知が行

なわれた。 

ゼミアドバイザーの協力の下、配慮や支

援を必要とする学生を速やかに把握し、

必要な配慮・支援を行えるよう努める。 

 

期毎に学事部、ゼミアドバイザーの

協力の下、修学に困難を有する学生

の有無や実態を把握する。 

A 出席不良、成績不良であっても、障が

いによる配慮の対象とはならない学

生がほとんどだった。 

1 年次生は、選抜時の合計点が芳しくな

い学生を事前に把握し、入学直後からゼ

ミアドバイザーに情報収集に努めても

らう。 

 

2.令和 3年度の活動の総合評価と次年度の活動計画に活かすべき課題について 

令和 3年度は配慮の申し出は前後期通して、1件のみだった。授業担当教員への周知も速やかに行なわれた。当該学生も学内で発作など起こすこと

もなく、実際に教員が授業中等に対応に当たることもなかった。次年度入学生に関しては、2年間で卒業させなければならいという事情があるもの

の、既に選抜時の点数が極めて低い「要注意」学生もおり、入学後に配慮・支援が必要となる可能性も含めて､ゼミアドバイザーに情報提供を行な

い、情報の収集に努めていく必要があると思われる。 
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17．国際交流委員会 

 

1.令和 3年度目標に対する自己点検評価 

評価する内容(目標) 評価 評価の視点 次年度に向けた改善点 備考 

１．国際交流事業である海外社会福

祉事業（海外研修）に代わる新規科

目としてフィールドワークが設置

された。この科目も活用し、国際交

流事業の実施を大学等と連携しな

がら取り組んでいく。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症予防の見

地から、フィールドワークの科目を開講してい

ない。 

来年度もコロナ禍にあるならば、フィー

ルドワークの開講は困難であると予測

される。当該科目の開講・閉講に影響さ

れることなく、国際交流事業と関連する

取り組みを大学等と連携して計画し、実

施の検討を図っていく。 

 

２．留学生への学生生活支援を強化

し中途退学者が出ないように取り

組んでいく。（目標：留学生の中途退

学者 8名以下） 

A 今年度末の留学生の在籍者数は、介護福祉コー

ス 3名、社会福祉コース 4名、こども学科 2名

の計 9名となっており、退学者は 1名である。 

今年度の留学生の学生生活支援につい

ては、アドバイザーや事務局を中心に丁

寧に行ってきた。改善点は、昨年度に引

き続き、コース・学科全体として留学生

の支援を強化していくことである。同じ

国籍の学生や保護者との連携、他キャン

パスとの情報交換などを充実させ、効果

的な指導・支援体制を整えることが課題

となる。 

 

３．留学生のネットワークづくりの

支援を行う。 

C 今年度は、メールや電話を通じて留学生の近況

報告や健康チェック、必要書類の提出状況を確

認し、本人と連絡が取れるまでコンタクトを図

り、留学生が孤立しないようなサポート体制を

整えた。しかしながら、メーリングリストつく

るなど、留学生のネットワーク構築については

未着手に終わった。また、新型コロナウイルス

の感染者が増加したため、対面による交流会も

実現することが叶わなかった。 

来年度については、新型コロナウイルス

感染症の状況に応じて、留学生同士のネ

ットワークづくり及び留学生と日本人

学生のネットワークづくりの双方を強

化していく。特にメーリングリストや

Web 交流会などは新型コロナウイルス感

染の有無に関わらず実施が可能となる

ため、すぐにでも実現していくことが求

められる。また、感染症が落ち着き次第、

対面による交流会が実施できるよう準

備体制を整えていくことが期待される。 

 

 


